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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当該自動分析装置のシャットダウン時に、当該自動分析装置において測定可能な全ての
検査項目のうち少なくとも一部の検査項目に関し、標準試料を用いた標準試料測定の実施
の要否を判定する測定要否判定部と、
　当該自動分析装置を起動するために指定された第１の時刻までに、前記実施が必要であ
ると判定された標準試料測定が完了するように、前記標準試料測定に係る所要時間に基づ
いて、当該自動分析装置が実際に起動される起動時刻を表す第２の時刻を設定する起動時
刻設定部と
　を具備する自動分析装置。
【請求項２】
　前記設定された第２の時刻に当該自動分析装置を起動するシステム制御部をさらに具備
する請求項１に記載の自動分析装置。
【請求項３】
　前記システム制御部が当該自動分析装置を起動した後に、前記実施が必要であると判定
された標準試料測定を実施する標準試料測定部をさらに具備する請求項２に記載の自動分
析装置。
【請求項４】
　前記実施が必要であると判定された標準試料測定に係る標準試料、及び試薬に関する情
報を出力する出力インタフェース部をさらに具備する請求項１に記載の自動分析装置。
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【請求項５】
　前記設定された第２の時刻を出力する出力インタフェース部をさらに具備する請求項１
に記載の自動分析装置。
【請求項６】
　前記実施が必要であると判定された標準試料測定の実施結果を出力する出力インタフェ
ース部をさらに具備する請求項３に記載の自動分析装置。
【請求項７】
　前記起動時刻設定部は、前記第１の時刻から、前記自動分析装置の起動に必要な時間と
、前記自動分析装置の自動スタートアップ動作に必要な時間と、前記実施が必要であると
判定された標準試料測定に係る所要時間とを差し引くことで、前記第２の時刻を算出する
請求項１乃至６のうちいずれかに記載の自動分析装置。
【請求項８】
　前記実施が必要であると判定された標準試料測定は、所定の検査項目の検量線を作成す
るためのキャリブレーション測定であり、
　前記測定要否判定部は、当該自動分析装置において測定可能な全ての検査項目のうち少
なくとも一部の検査項目の検量線の有効期限、及び前記第１の時刻に基づいて、前記キャ
リブレーション測定が必要であるか否かを判定する請求項１乃至７のうちいずれかに記載
の自動分析装置。
【請求項９】
　前記測定要否判定部は、装置の運用時間または運用終了時刻に基づいて、前記キャリブ
レーション測定が必要であるか否かを判定する請求項８に記載の自動分析装置。
【請求項１０】
　前記実施が必要であると判定された標準試料測定は、前記キャリブレーション測定に関
する要否の設定に基づいて、前記キャリブレーション測定が必要であるか否かを判定する
請求項８又は９に記載の自動分析装置。
【請求項１１】
　前記実施が必要であると判定された標準試料測定は、前記キャリブレーション測定、及
び、前記キャリブレーション測定により生成される検査線の精度を管理するためのコント
ロール測定であり、
　前記測定要否判定部は、前記コントロール測定に関する要否の設定に基づいて、前記コ
ントロール測定が必要であるか否かを判定する請求項８乃至１０のいずれかに記載の自動
分析装置。
【請求項１２】
　前記標準試料測定に関する要否の設定を受け付ける入力インタフェース部をさらに具備
する請求項１０又は１１に記載の自動分析装置。
【請求項１３】
　前記第１の時刻は、前記自動分析装置の起動時刻である請求項１乃至１２のうちいずれ
かに記載の自動分析装置。
【請求項１４】
　前記第１の時刻は、前記実施が必要であると判定された標準試料測定の完了時刻である
請求項１乃至１２のうちいずれかに記載の自動分析装置。
【請求項１５】
　自動分析装置が実行する自動分析装置の起動時刻の設定方法であって、
　当該自動分析装置のシャットダウン時に、当該自動分析装置において測定可能な全ての
検査項目のうち少なくとも一部の検査項目に関し、標準試料を用いた標準試料測定の実施
の要否を判定する測定要否判定過程と、
　当該自動分析装置を起動するために指定された第１の時刻までに、前記実施が必要であ
ると判定された標準試料測定が完了するように、前記標準試料測定に係る所要時間に基づ
いて、当該自動分析装置が実際に起動される起動時刻を表す第２の時刻を設定する起動時
刻設定過程と
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　を具備する自動分析装置の起動時刻の設定方法。
【請求項１６】
　自動分析装置のシャットダウン時に、当該自動分析装置において測定可能な全ての検査
項目のうち少なくとも一部の検査項目に関し、標準試料を用いた標準試料測定の実施の要
否を判定する測定要否判定部と、当該自動分析装置を起動するために指定された第１の時
刻までに、前記実施が必要であると判定された標準試料測定が完了するように、前記標準
試料測定に係る所要時間に基づいて、当該自動分析装置が実際に起動される起動時刻を表
す第２の時刻を設定する起動時刻設定部とを備える自動分析装置が実行する標準試料を用
いた測定の実施方法であって、
　前記設定された第２の時刻に当該自動分析装置を起動するシステム制御過程と、
　前記標準試料を用いた測定を、前記設定された第１の時刻までに完了するように実施す
る標準試料測定過程と
　を具備する標準試料を用いた測定の実施方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、自動分析装置、その起動時刻の設定方法、及び標準試料を用いた
測定の実施方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置は、試料容器に収容される試料に含まれる、生化学検査項目、及び免疫検
査項目等の検査項目に関する成分を測定するための装置である。自動分析装置では、試料
容器に収容される試料は、サンプル分注プローブにより、反応管へ分注される。また、反
応管へは、試薬分注プローブにより、試薬庫に収容される試薬が分注される。反応管にお
いて試料と試薬とは混合され、試料と試薬との混合液における所定の成分が光学的に測定
される。
【０００３】
　自動分析装置は、操作者が自動起動時刻を予め指定していた場合、指定された時刻に起
動する。さらに、操作者が所定の保守動作を指定していた場合、自動分析装置は、指定さ
れた保守動作を、自動的に実行する。
【０００４】
　自動分析装置は、保守動作が完了すると、例えば所定の標準試料を分注し、患者から採
取される試料の測定に必要な検量線を作成する。また、自動分析装置は、所定の標準試料
を分注し、検量線の精度管理に必要な測定を実施する。自動分析装置は、検量線の作成、
及び、検量線の精度管理に必要な測定を実施した後に、患者から採取される試料の測定を
開始する。
【０００５】
　このとき、検量線の作成、及び、検量線の精度管理に必要な測定に要する時間だけ、患
者から採取される試料の測定の開始が遅延することになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１７０１９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　実施形態の目的は、検量線の作成、及び、検量線の精度管理に必要な測定が完了した状
態で、予め指定された時刻から患者から採取される試料の測定を開始することが可能な自
動分析装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　実施形態によれば、自動分析装置は、測定要否判定部、及び起動時刻設定部を具備する
。測定要否判定部は、当該自動分析装置のシャットダウン時に、当該自動分析装置におい
て測定可能な全ての検査項目のうち少なくとも一部の検査項目に関し、標準試料を用いた
標準試料測定の実施の要否を判定する。起動時刻設定部は、当該自動分析装置を起動する
ために指定された第１の時刻までに、前記実施が必要であると判定された標準試料測定が
完了するように、前記標準試料測定に係る所要時間に基づいて、当該自動分析装置が実際
に起動される起動時刻を表す第２の時刻を設定する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施形態に係る自動分析装置の構成を示す図である。
【図２】図１に示される分析機構の構成の一例を示す模式図である。
【図３】図３は、図２に示される分析機構の構成を示す斜視図である。
【図４】図４は、実施形態に係る自動分析装置が装置起動時に自動的に実行される標準試
料測定を設定する際の制御回路の動作を示すフローチャートである。
【図５】図５は、実施形態に係る自動分析装置が装置起動時に自動的に実行される標準試
料測定を予約する際の制御回路の動作を示すフローチャートである。
【図６】図６は、実施形態に係る表示回路に表示される、自動分析装置の起動に関する設
定を受け付けるための装置起動設定画面を表す図である。
【図７】図７は、実施形態に係る有効期限管理テーブルを示す図である。
【図８】図８は、実施形態に係る測定予約管理テーブルを示す図である。
【図９】図９は、実施形態に係る表示回路に表示される自動分析装置の起動に関する設定
結果を表す図である。
【図１０】図１０は、実施形態に係る自動分析装置が、装置起動後に、設定された標準試
料を用いた測定を自動的に実施する際の制御回路の動作を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、標準試料を用いた測定が実施されている間、標準試料測定実施中の
旨を表示する表示回路の表示例を表す図である。
【図１２】図１２は、実施形態に係る表示回路に表示される測定実施結果を表す図である
。
【図１３】図１３は、他の実施形態に係る表示回路に表示される、自動分析装置の起動に
関する設定を受け付けるための装置起動設定画面を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る自動分析装置１の機能構成の例を示すブロック図である。図
１に示される自動分析装置１は、分析機構２、解析回路３、駆動機構４、入力インタフェ
ース回路５、出力インタフェース回路６、記憶回路７、及び制御回路８を具備する。
【００１２】
　分析機構２は、キャリブレータ若しくはコントロール試料等として用いられる標準試料
、又は被検試料等の試料と、この試料に設定される各検査項目で用いられる試薬とを混合
する。分析機構２は、試料と試薬との混合液を測定し、例えば吸光度で表される標準デー
タ、及び被検データを生成する。
【００１３】
　解析回路３は、分析機構２により生成される標準データ、及び被検データを解析するこ
とで、検量線、及び分析データ等を生成するプロセッサである。解析回路３は、制御回路
８を介して記憶回路７から動作プログラムを読み出し、読み出した動作プログラムに従っ
て検量線、及び分析データ等を生成する。例えば、解析回路３は、標準データに基づき、
標準データと標準試料について予め設定された標準値との関係を示す検量線を生成する。
また、解析回路３は、被検データと、この被検データに対応する検査項目の検量線とに基
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づき、濃度値、及び酵素の活性値として表される分析データを生成する。解析回路３は生
成した検量線、及び分析データ等を制御回路８へ出力する。
【００１４】
　駆動機構４は、ギア、ステッピングモータ、ベルトコンベア、及びリードスクリュー等
により実現される。駆動機構４は、制御回路８の制御に従い、分析機構２を駆動する。
【００１５】
　入力インタフェース回路５は、例えば、マウス、キーボード、及び、操作面へ触れるこ
とで指示が入力されるタッチパッド等により実現される。入力インタフェース回路５は、
例えば、操作者から測定を依頼された試料に係る各検査項目の分析パラメータ等の設定を
受け付ける。入力インタフェース回路５は、制御回路８に接続され、操作者から入力され
る操作指示を電気信号へ変換し、電気信号を制御回路８へ出力する。なお、本明細書にお
いて入力インタフェース回路５はマウス、及びキーボード等の物理的な操作部品を備える
ものだけに限られない。例えば、自動分析装置１とは別体に設けられた外部の入力機器か
ら入力される操作指示に対応する電気信号を受け取り、この電気信号を制御回路８へ出力
する電気信号の処理回路も入力インタフェース回路５の例に含まれる。
【００１６】
　出力インタフェース回路６は、例えばＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ、有機Ｅ
Ｌディスプレイ、及びプラズマディスプレイ等の表示回路６１、並びに、プリンタ等の印
刷回路６２を含む。なお、表示対象を表すデータをビデオ信号に変換し、ビデオ信号を外
部へ出力する処理回路も表示回路６１に含まれる。また、印刷対象を表すデータを外部へ
出力する出力回路も印刷回路６２に含まれる。出力インタフェース回路６は、制御回路８
に接続され、制御回路８から供給される信号を出力する。
【００１７】
　表示回路６１は、例えば、制御回路８から供給される検量線及び分析データを表示する
。
【００１８】
　印刷回路６２は、制御回路８から供給される検量線及び分析データを、予め設定された
フォーマットに従ってプリンタ用紙等に印刷する。
【００１９】
　記憶回路７は、磁気的、若しくは光学的記録媒体、又は半導体メモリ等の、プロセッサ
により読み取り可能な記録媒体等を含む。記憶回路７は、解析回路３で実行される動作プ
ログラム、及び制御回路８で実行される動作プログラムを記憶する。記憶回路７は、解析
回路３により生成される検量線を検査項目毎に記憶する。記憶回路７は、解析回路３によ
り生成される分析データを被検試料毎に記憶する。また、記憶回路７は、有効期限管理テ
ーブル７１、及び測定予約管理テーブル７２を記憶する。
【００２０】
　有効期限管理テーブル７１は、検査項目毎に生成される検量線の有効期限に関する情報
を記憶するテーブルである。有効期限管理テーブル７１には、例えば、検査ＩＤ、検量線
レベル、生成日時、有効期間、及び検量線有効期限等を示す情報が含まれる。
【００２１】
　検査ＩＤは、検査項目を一意に特定する識別子である。検量線レベルは、検量線を生成
する際の測定点の数を表す。
【００２２】
　生成日時、有効期間、及び有効期限は、検量線が使用可能であるか否かを確認するため
の情報である。具体的には、生成日時は、解析回路３により検量線が生成された日時を表
す。有効期限は、解析回路３により生成された検量線が測定に使用可能な期限を表す。具
体的に有効期間は、例えば解析回路３により生成された検量線の生成時からの測定に使用
可能な時間を表す。例えば、解析回路３により検量線が生成されると、生成された検量線
に係る検査ＩＤ、検量線レベル、生成日時、有効期間、及び検量線有効期限等を示す情報
が、有効期限管理テーブル７１に登録される。
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【００２３】
　測定予約管理テーブル７２は、実行する予定の標準試料を用いた測定を表す情報を記憶
するテーブルである。測定予約管理テーブル７２には、例えば、検査ＩＤ、及び測定種類
等を示す情報が含まれる。測定種類は、標準試料を用いた測定の種類を表す。標準試料を
用いた測定には、例えば、キャリブレーション測定、及びコントロール測定等が含まれる
。本実施形態では、キャリブレーション測定とは、検量線を新たに作成するための測定を
いう。またコントロール測定とは、作成された検量線、又は、既に設定されている検量線
の精度管理に必要な測定をいう。例えば、自動シャットダウン動作中に、実行する予定の
標準試料を用いた測定に係る検査ＩＤ、及び測定種類が、測定予約管理テーブル７２に登
録される。
【００２４】
　制御回路８は、自動分析装置１の中枢として機能するプロセッサである。制御回路８は
、記憶回路７に記憶されている動作プログラムを実行することで、この動作プログラムに
対応する機能を実現する。
【００２５】
　図２は、図１に示される分析機構２の構成の一例を示す模式図である。また、図３は、
図２に示される分析機構２の構成を示す斜視図である。図２、及び図３に示される分析機
構２は、反応ディスク２１、及び試薬庫２２を備える。
【００２６】
　反応ディスク２１は、環状に配列された複数の反応管２１１を保持する。反応ディスク
２１は、駆動機構４により、既定の時間間隔で回動と停止とが交互に繰り返される。反応
管２１１は、例えば、ガラスにより形成されている。
【００２７】
　試薬庫２２は、標準試料、及び被検試料に含まれる所定の成分と反応する試薬を収容す
る試薬容器１０１を複数保冷する。また、試薬庫２２は、標準試料を収容する標準試料容
器を複数保冷する。試薬庫２２は、反応ディスク２１に隣接して設けられる。なお、図２
、図３に示される自動分析装置１では、試薬庫２２が、反応ディスク２１と隣接して設け
られる例を説明するが、試薬庫２２が設けられる位置はこれに限定されない。また、試薬
庫２２は、１つに限定されず、複数設けられていても構わない。
【００２８】
　試薬庫２２は、試薬容器ラックにより、円周状に複数の試薬容器１０１を保持する。ま
た、試薬庫２２は、標準試料を用いた測定を実施するために、試薬容器ラックにより、円
周状に複数の標準試料容器を保持する。図２及び図３に示される試薬庫２２内の外円２２
１は、例えば試薬庫２２内で円周状に配列される試薬容器１０１のうち、外側の円周に配
列される試薬容器１０１の開口部の位置を表す。また、試薬庫２２の外側の円周には、標
準試料容器が配列されている。試薬庫２２内の内円２２２は、例えば試薬庫２２内で円周
状に配列される試薬容器１０１のうち、内側の円周に配列される試薬容器１０１の開口部
の位置を表す。
【００２９】
　試薬庫２２に保持されている試薬容器１０１は、反応管２１１に分注される試薬を収容
している。開口部が外円２２１に沿って配置される試薬容器１０１は、第１試薬を収容し
ている。開口部が内円２２２に沿って配置される試薬容器は、第２試薬を収容している。
第１及び第２試薬は、検査項目毎に使われるものが決められている。試薬容器ラックは、
駆動機構４によって試薬庫２２の中心を回転中心として回動される。
【００３０】
　また、図２、及び図３に示される分析機構２は、サンプル分注アーム２３、サンプル分
注プローブ２４、第１試薬分注アーム２５、第１試薬分注プローブ２６、第２試薬分注ア
ーム２７、第２試薬分注プローブ２８、攪拌ユニット２９、測光ユニット２１０、洗浄ユ
ニット２０１、及び電解質測定ユニット２０２を備える。
【００３１】
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　サンプル分注アーム２３は、反応ディスク２１とサンプリングレーン２３３との間に設
けられている。サンプル分注アーム２３は、駆動機構４により、鉛直方向に上下動自在、
かつ、水平方向に回動自在に設けられている。サンプル分注アーム２３は、一端にサンプ
ル分注プローブ２４を保持する。
【００３２】
　サンプル分注プローブ２４は、サンプル分注アーム２３の回動に伴い、円弧状の回動軌
道に沿って回動する。この回動軌道上には、サンプル分注プローブ２４が試料容器から試
料を吸引するためのサンプル吸引位置Ｐ１が設けられている。サンプル吸引位置Ｐ１は、
サンプル分注プローブ２４の回動軌道と、サンプリングレーン２３３上の試料容器の移動
軌道との交点に相当する。
【００３３】
　また、サンプル分注プローブ２４の回動軌道上の、サンプル吸引位置Ｐ１とは異なる位
置には、サンプル分注プローブ２４が吸引した試料を反応管２１１へ吐出するためのサン
プル吐出位置Ｐ２が設けられている。サンプル吐出位置Ｐ２は、サンプル分注プローブ２
４の回動軌跡と、反応ディスク２１に保持されている反応管２１１の移動軌道との交点に
相当する。
【００３４】
　また、サンプル分注プローブ２４の回動軌道上の、サンプル吸引位置Ｐ１及びサンプル
吐出位置Ｐ２とは異なる位置には、サンプル分注プローブ２４が反応管２１１から標準試
料を吸引するための希釈試料吸引位置Ｐ１１が設けられている。希釈試料吸引位置Ｐ１１
は、サンプル分注プローブ２４の回動軌跡と、反応ディスク２１に保持されている反応管
２１１の移動軌道とのサンプル吐出位置Ｐ２以外の交点に相当する。
【００３５】
　サンプル分注プローブ２４は、駆動機構４によって駆動され、サンプル吸引位置Ｐ１、
サンプル吐出位置Ｐ２、及び希釈試料吸引位置Ｐ１１において上下方向に移動する。また
、サンプル分注プローブ２４は、制御回路８の制御に従い、サンプル吸引位置Ｐ１の直下
に位置する試料容器から試料を吸引する。また、サンプル分注プローブ２４は、制御回路
８の制御に従い、希釈試料吸引位置Ｐ１１の直下に位置する反応管２１１から標準試料を
吸引する。また、サンプル分注プローブ２４は、制御回路８の制御に従い、吸引した試料
、又は吸引した標準試料を、サンプル吐出位置Ｐ２の直下に位置する反応管２１１へ吐出
する。
【００３６】
　第１試薬分注アーム２５は、試薬庫２２の外周近傍に設けられている。第１試薬分注ア
ーム２５は、駆動機構４により、鉛直方向に上下動自在、かつ、水平方向に回動自在に設
けられている。第１試薬分注アーム２５は、一端に第１試薬分注プローブ２６を保持する
。
【００３７】
　第１試薬分注プローブ２６は、第１試薬分注アーム２５の回動に伴い、円弧状の回動軌
道に沿って回動する。この回動軌道上には、試薬吸引位置Ｐ３が設けられている。試薬吸
引位置Ｐ３は、第１試薬分注プローブ２６の回動軌道と、試薬庫２２内で外側の円周に配
列される試薬容器１０１の開口部の移動軌道との交点に相当する。また、第１試薬分注プ
ローブ２６の回動軌道上には、第１試薬分注プローブ２６が吸引した試薬を反応管２１１
へ吐出するための第１試薬吐出位置Ｐ４が設定されている。第１試薬吐出位置Ｐ４は、第
１試薬分注プローブ２６の回動軌道と、反応ディスク２１に保持されている反応管２１１
の移動軌道との交点に相当する。
【００３８】
　第１試薬分注プローブ２６は、駆動機構４によって駆動され、回動軌道上の試薬吸引位
置Ｐ３、及び第１試薬吐出位置Ｐ４において上下方向に移動する。
【００３９】
　また、第１試薬分注プローブ２６は、制御回路８の制御に従い、試薬吸引位置Ｐ３の直
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下に位置する試薬容器１０１から試薬を吸引する。また、第１試薬分注プローブ２６は、
制御回路８の制御に従い、吸引した試薬を第１試薬として、第１試薬吐出位置Ｐ４の直下
に位置する反応管２１１へ吐出する。
【００４０】
　また、第１試薬分注プローブ２６は、制御回路８の制御に従い、試薬吸引位置Ｐ３の直
下に位置する試料容器から標準試料を吸引する。また、第１試薬分注プローブ２６は、制
御回路８の制御に従い、吸引した標準試料を、第１試薬吐出位置Ｐ４の直下に位置する反
応管２１１へ吐出する。
【００４１】
　第２試薬分注アーム２７は、試薬庫２２の外周近傍に設けられている。第２試薬分注ア
ーム２７は、駆動機構４により、鉛直方向に上下動自在、かつ、水平方向に回動自在に設
けられている。第２試薬分注アーム２７は、一端に第２試薬分注プローブ２８を保持する
。
【００４２】
　第２試薬分注プローブ２８は、第２試薬分注アーム２７の回動に伴い、円弧状の回動軌
道に沿って回動する。この回動軌道上には、試薬吸引位置Ｐ５が設けられている。試薬吸
引位置Ｐ５は、第２試薬分注プローブ２８の回動軌道と、試薬庫２２内で内側の円周に配
列される試薬容器１０１の開口部の移動軌道との交点に相当する。また、第２試薬分注プ
ローブ２８の回動軌道上には、第２試薬分注プローブ２８が吸引した試薬を反応管２１１
へ吐出するための第２試薬吐出位置Ｐ６が設定されている。第２試薬吐出位置Ｐ６は、第
２試薬分注プローブ２８の回動軌道と、反応ディスク２１に保持されている反応管２１１
の移動軌道との交点に相当する。
【００４３】
　第２試薬分注プローブ２８は、駆動機構４によって駆動され、回動軌道上の試薬吸引位
置Ｐ５、及び第２試薬吐出位置Ｐ６において上下方向に移動する。また、第２試薬分注プ
ローブ２８は、制御回路８の制御に従い、試薬吸引位置Ｐ５の直下に位置する試薬容器１
０１から試薬を吸引する。また、第２試薬分注プローブ２８は、制御回路８の制御に従い
、吸引した試薬を第２試薬として、第２試薬吐出位置Ｐ４の直下に位置する反応管２１１
へ吐出する。
【００４４】
　攪拌ユニット２９は、反応ディスク２１の外周近傍に設けられている。攪拌ユニット２
９は、第１攪拌アーム、及び第１攪拌アームの先端に設けられる第１攪拌子を有する。攪
拌ユニット２９は、第１攪拌子により、反応ディスク２１上の第１撹拌位置に配置される
反応管２１１内に収容されている試料と第１試薬とを攪拌する。また、攪拌ユニット２９
は、第２攪拌アーム、及び第２攪拌アームの先端に設けられる第２攪拌子をさらに有する
。攪拌ユニット２９は、第２攪拌子により、反応ディスク２１上の第２攪拌位置に配置さ
れる反応管２１１内に収容されている試料、第１試薬、及び第２試薬を攪拌する。
【００４５】
　測光ユニット２１０は、反応管２１１内に吐出された試料と試薬との混合液における所
定の成分を光学的に測定する。測光ユニット２１０は、光源、及び光検出器を有する。測
光ユニット２１０は、制御回路８の制御に従い、光源から反応管２１１へ光を照射する。
光検出器は、反応管２１１内の標準試料と試薬との混合液を通過した光を検出し、検出し
た光の強度に基づいて例えば吸光度で表される標準データを生成する。また、光検出器は
、反応管２１１内の被検試料と試薬との混合液を通過した光を検出し、検出した光の強度
に基づいて例えば吸光度で表される被検データを生成する。測光ユニット２１０は、生成
した標準データ、及び被検データを解析回路３へ出力する。
【００４６】
　洗浄ユニット２０１は、例えば、廃液ノズル、洗浄ノズル、及び乾燥ノズルを備える。
洗浄ユニット２０１は、反応ディスク２１の回動により洗浄位置へ配送される反応管２１
１内の混合液を、廃液ノズルにより廃液として吸引する。洗浄ユニット２０１は、洗浄ノ
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ズルにより、混合液が吸引された反応管２１１へ純水、又は洗剤を吐出することで、反応
管２１１を洗浄する。洗浄ユニット２０１は、乾燥ノズルにより、洗浄された反応管２１
１へ乾燥空気を供給することで、反応管２１１を乾燥させる。
【００４７】
　電解質測定ユニット２０２は、反応管２１１内の混合液中に存在する特定電解質の測定
を行う。電解質測定ユニット２０２は、例えば特定電解質から発生するイオン濃度を測定
する。
【００４８】
　また、図２、及び図３に示される分析機構２は、ラック投入レーン２２０、及びラック
移動ユニット２３０を備える。ラック投入レーン２２０は、所定の本数の試料容器を保持
するサンプルラックが投入される。試料容器には、標準試料、又は被検試料が収容される
。サンプルラックは、所定の本数の試料容器を保持可能、かつ、ラック移動ユニット２３
０に設けられる搬送アーム２３１によりピックアップ可能な形状を有する。
【００４９】
　ラック移動ユニット２３０は、搬送アーム２３１、搬送レール２３２、及びサンプリン
グレーン２３３を備える。
【００５０】
　搬送アーム２３１は、駆動機構４によって駆動され、ラック投入レーン２２０に投入さ
れたサンプルラックを搬送する。例えば、搬送アーム２３１は、ラック投入レーン２２０
における所定の投入位置に載置されているサンプルラックを、搬送レール２３２に沿って
サンプリングレーン２３３へ搬送する。
【００５１】
　サンプリングレーン２３３は、駆動機構４によって駆動され、搬送アーム２３１により
搬送されたサンプルラックを移動させる。例えば、サンプリングレーン２３３は、サンプ
ルラックに保持される試料容器各々の開口を、サンプル吸引位置Ｐ１の直下へ移動させる
。
【００５２】
　図１に示される制御回路８は、本実施形態に係る動作プログラムを実行することで、本
実施形態に係る処理を実現する。具体的には、制御回路８は、動作プログラムを実行する
ことで、システム制御機能８１、測定要否判定機能８２、起動時刻設定機能８３、測定設
定機能８４、及び標準試料測定機能８５を有する。なお、本実施形態では、単一のプロセ
ッサによってシステム制御機能８１、測定要否判定機能８２、起動時刻設定機能８３、測
定設定機能８４、及び標準試料測定機能８５が実現される場合を説明するが、これに限定
されない。例えば、複数の独立したプロセッサを組み合わせて制御回路を構成し、各プロ
セッサが動作プログラムを実行することによりシステム制御機能８１、測定要否判定機能
８２、起動時刻設定機能８３、測定設定機能８４、及び標準試料測定機能８５を実現して
も構わない。
【００５３】
　システム制御機能８１は、入力インタフェース回路５から入力される入力情報に基づき
、自動分析装置１における各部を統括して制御する機能である。例えば、システム制御機
能８１では、制御回路８は、入力インタフェース回路５から入力されるシャットダウン指
示に基づき、自動シャットダウン動作を実行する。自動シャットダウン動作には、電源オ
フ前のメンテナンスに必要な予め設定された一連の処理が含まれる。
【００５４】
　また、制御回路８は、予め設定された時刻になると、自動分析装置１の起動処理を開始
する。自動分析装置１の起動処理には、自動分析装置１の電源オン、及び自動分析装置１
が備えるＯＳ（operation system）の立ち上げ等が含まれる。制御回路８は、自動分析装
置１の起動処理が完了すると、自動スタートアップ動作を実行する。自動スタートアップ
動作には、測定を開始するために必要な予め設定された保守動作、例えば自動分析装置１
が備える各ユニットの動作確認、及び反応ディスク２１に保持された反応管２１１を洗浄
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する洗浄動作等が含まれる。
【００５５】
　測定要否判定機能８２は、所定の検査項目について、キャリブレーション測定、及びコ
ントロール測定を実施するか否かを判定する機能である。具体的には、制御回路８は、自
動分析装置１において測定可能な全ての検査項目に係る検量線の有効期限に基づき、当該
全ての検査項目に係るキャリブレーション測定が必要であるか否かを判定する。また、制
御回路８は、例えば入力インタフェース回路５を介して操作者から入力された指示であっ
て、所定の検査項目に係るキャリブレーション測定を実施するか否かを示す指示に基づき
、当該キャリブレーション測定を実施するか否かを判定する。また、制御回路８は、例え
ば入力インタフェース回路５を介して操作者から入力された指示であって、所定の検査項
目に係るコントロール測定を実施するか否かを示す指示に基づき、当該コントロール測定
を実施するか否かを判定する。
【００５６】
　なお、制御回路８は、自動分析装置１において測定可能な全ての検査項目のうち、一部
の検査項目に係る検量線の有効期限に基づき、当該一部の検査項目に係るキャリブレーシ
ョン測定が必要であるか否か判定してもよい。一部の検査項目は、例えば、入力インタフ
ェース回路５を介して、操作者により指定された検査項目である。
【００５７】
　起動時刻設定機能８３は、予め指定された時刻から実際に装置を起動する時刻までに必
要な遡及時間を算出し、実際に自動分析装置１が起動される時刻を設定する機能である。
遡及時間は、例えば自動分析装置１の起動から標準試料を用いた測定の完了までの時間で
あり、自動分析装置１の起動処理に必要な時間（自動立ち上げ処理時間）、自動スタート
アップ動作に必要な時間（自動スタートアップ時間）、及び標準試料を用いた測定に係る
所要時間（先行標準試料測定完了時間）を含む。なお、制御回路８は、標準試料を用いた
測定に係る所要時間のみを遡及時間として算出してもよい。
【００５８】
　例えば、起動時刻設定機能８３では、制御回路８は、自動分析装置１の起動処理に必要
な時間、自動スタートアップ動作に必要な時間、及び、標準試料を用いた測定に係る所要
時間を加算し、遡及時間を算出する。自動分析装置１の起動処理に必要な時間は、自動分
析装置１の電源オン、及び自動分析装置１が備えるＯＳの立ち上げ等に必要な時間が含ま
れる。自動スタートアップ動作に必要な時間は、自動スタートアップ動作として予め設定
された保守動作等の実行に必要な時間が含まれる。
【００５９】
　標準試料を用いた測定に係る所要時間には、標準試料測定スタートアップ時間、キャリ
ブレーション測定分注時間、コントロール測定分注時間、及び、反応時間が含まれる。
【００６０】
　標準試料測定スタートアップ時間は、標準試料を用いた測定を開始するためのスタート
アップ動作に必要な時間である。標準試料測定スタートアップ時間には、例えば、恒温水
交換、恒温槽添加剤注入、反応管洗浄、プローブ洗浄、撹拌子洗浄、電極洗浄、電極用校
正液交換、及びエアパージ等を実施するのに必要な時間、並びに、恒温水の温度が所定の
温度に上昇するまでに必要な待機時間が含まれる。
【００６１】
　エアパージとは、例えばサンプル分注プローブ２４の一端に接続されているシリンジ内
、及びその流路内の気泡をサンプル分注プローブ２４から押し出す処理、第１試薬分注プ
ローブ２６の一端に接続されているシリンジ内、及びその流路内の気泡を第１試薬分注プ
ローブ２６から押し出す処理、並びに第２試薬分注プローブ２８の一端に接続されている
シリンジ内、及びその流路内の気泡を第２試薬分注プローブ２８から押し出す処理等であ
る。
【００６２】
　恒温水の温度が所定の温度に上昇するまでに必要な待機時間は、恒温水交換の実施が完
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了してから恒温水の温度が所定の温度に上昇するまでの待機時間である。なお、恒温水交
換を実施しない場合は、自動分析装置１の起動から１０分程度を、恒温水の温度が所定の
温度に上昇するまでに必要な待機時間として、標準試料測定スタートアップ時間に含める
。
【００６３】
　キャリブレーション測定分注時間は、キャリブレーション測定で必要なキャリブレータ
及び試薬の分注動作に要する時間である。制御回路８は、キャリブレーション測定分注時
間を、例えば検査項目の数、及び検量線レベルに基づいて算出する。検査項目の数は、例
えば測定が依頼された１つの試料について実施が必要な検査の数である。
【００６４】
　コントロール測定分注時間は、コントロール測定で必要なコントロール試料及び試薬の
分注動作に必要な時間である。制御回路８は、コントロール測定分注時間を、例えば検査
項目の数に基づいて算出する。
【００６５】
　反応時間は、標準試料と当該標準試料に対応する試薬とを反応させるための時間である
。反応時間は、標準試料を用いた測定に係る所要時間を算出する際には、キャリブレーシ
ョン測定、又はコントロール測定で必要な最後の分注動作のうち試薬の分注動作が完了し
た後から測定結果が出るまでの時間として加算される。
【００６６】
　なお、キャリブレーション測定が実施されない場合は、標準試料を用いた測定に係る所
要時間に、キャリブレーション測定分注時間は含まれない。また、コントロール測定が実
施されない場合は、標準試料を用いた測定に係る所要時間に、コントロール測定分注時間
は含まれない。
【００６７】
　測定設定機能８４は、自動スタートアップ動作の後に実行するキャリブレーション測定
、又は／及びコントロール測定を設定する機能である。具体的には、制御回路８は、測定
要否判定機能８２により所定の検査項目について測定が必要であると判定されたキャリブ
レーション測定、又は／及びコントロール測定を、検査項目と関連付けて記憶回路７に記
憶される測定予約管理テーブル７２に登録する。
【００６８】
　標準試料測定機能８５は、自動スタートアップ動作が完了すると、キャリブレーション
測定、又は／及びコントロール測定を実施する機能である。具体的には、制御回路８は、
測定予約管理テーブル７２に登録されているキャリブレーション測定、又は／及びコント
ロール測定に関するレコードから実行すべきキャリブレーション測定、又は／及びコント
ロール測定を特定する。制御回路８は、自動スタートアップ動作が完了すると、特定した
キャリブレーション測定、又は／及びコントロール測定を検査項目毎に実行する。
【００６９】
　次に、以上のように構成された自動分析装置１が、キャリブレーション測定、又は／及
びコントロール測定を測定予約管理テーブル７２に登録する際の動作を、図４及び図５を
用いて説明する。図４及び図５は、本実施形態に係る自動分析装置１がキャリブレーショ
ン測定、又は／及びコントロール測定を測定予約管理テーブル７２に登録する際の制御回
路８の動作を示すフローチャートの例である。
【００７０】
　以下、図４及び図５の説明において、自動分析装置１は、自動シャットダウン動作時に
、図４及び図５に示される動作を行うものとする。なお、自動分析装置１は、予め設定さ
れる時刻になると、自動起動されるように設定されているものとする。
【００７１】
　制御回路８は、入力インタフェース回路５を介してシャットダウン指示が入力されると
、自動分析装置１が自動起動されるように設定されているか否か判定する（ステップＳＡ
１）。
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【００７２】
　制御回路８は、自動分析装置１が自動起動されるように設定されていないと判定した場
合（ステップＳＡ１のＮｏ）、処理を終了する。
【００７３】
　制御回路８は、自動分析装置１が自動起動されるように設定されていると判定した場合
（ステップＳＡ１のＹｅｓ）、表示回路６１を制御して自動分析装置１の起動処理に関す
る設定を受け付けるための装置起動設定画面を表示する。制御回路８は、自動分析装置１
の起動処理に関する設定を、入力インタフェース回路５を介して受け付ける（ステップＳ
Ａ２）。図６は、本実施形態に係る表示回路６１に表示される、装置起動設定画面の一例
を表す図である。
【００７４】
　図６に示される装置起動設定画面では、例えば自動起動時刻（第１の時刻）、及び運用
終了時刻を設定可能である。自動起動時刻は、自動分析装置１が自動起動される時刻であ
り、例えば操作者により入力インタフェース回路５を介して指定される。運用終了時刻は
、例えば患者から採取される試料に係る測定の終了が予定される時刻である。
【００７５】
　例えば、図６に示される装置起動設定画面には、自動起動時刻、及び運用終了時刻の入
力領域がそれぞれ設けられている。操作者は、入力インタフェース回路５を介して、入力
領域に数字を入力することにより、自動起動時刻、及び運用終了時刻を設定できる。図６
の例では、自動起動時刻が「２０１６／１０／１１　８：００」と設定され、運用終了時
刻が「２０１６／１０／１１　１８：００」と設定されている。このとき、運用時間、す
なわち設定された自動起動時刻から運用終了時刻までの時間は、１０時間である。
【００７６】
　また、図６に示される装置起動設定画面では、キャリブレーション測定を実施するか否
かを検査項目毎に設定可能である。例えば、図６に示される装置起動設定画面には、検査
ＩＤ「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」と表示されている列の１列右側に、キャリブレ
ーション測定を実施するか否かを設定可能なチェックボックスが設けられている。
【００７７】
　操作者は、入力インタフェース回路５を介して、チェックボックスに「レ」を入力する
ことにより、キャリブレーション測定を実施するか否かを設定できる。図６の例では、検
査ＩＤ「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」について、キャリブレーション測定の実施が
「有効」に設定されている。
【００７８】
　また、図６に示される装置起動設定画面では、コントロール測定を実施するか否かを検
査項目毎に設定可能である。例えば、図６に示される装置起動設定画面には、検査ＩＤ「
Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」と表示されている列の２列右側に、コントロール測定
を実施するか否かを設定可能なチェックボックスが設けられている。
【００７９】
　操作者は、入力インタフェース回路５を介して、チェックボックスに「レ」を入力する
ことにより、コントロール測定を実施するか否かを設定できる。図６の例では、検査ＩＤ
「Ａ」について、キャリブレーション測定の実施が「有効」に設定されている。また、図
６の例では、検査ＩＤ「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」について、キャリブレーション測定の
実施が「無効」に設定されている。
【００８０】
　また、図６に示される装置起動設定画面には、確定ボタンＢ１が表示されている。例え
ば入力インタフェース回路５を介して、図６に示される確定ボタンＢ１にカーソルが合わ
せられると、自動起動時刻、運用終了時刻、並びに各検査項目におけるキャリブレーショ
ン測定、及びコントロール測定の実施に関する設定が受け付けられる。
【００８１】
　制御回路８は、自動分析装置１の起動に関する設定が受け付けられると、測定要否判定
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機能８２を実行する。測定要否判定機能８２の実行により制御回路８は、検査項目毎に作
成される検量線の有効期限に関する情報を取得する（ステップＳＡ３）。具体的には、制
御回路８は、記憶回路７に記憶された有効期限管理テーブル７１に登録されている全ての
レコードを読み出す。
【００８２】
　図７は、本実施形態に係る有効期限管理テーブル７１の例を示す図である。図６に示さ
れるように、有効期限管理テーブル７１には、「検査ＩＤ：Ａ」、「検量線レベル：４」
、「生成日時：２０１６／１０／８　１５：００」、「有効期間：７２」、及び「検量線
有効期限：２０１６／１０／１１　１５：００」が登録されている。また、「検査ＩＤ：
Ｂ」、「検量線レベル：４」、「生成日時：２０１６／１０／７　１０：００」、「有効
期間：１２０」、及び「検量線有効期限：２０１６／１０／１２　１０：００」が登録さ
れている。また、「検査ＩＤ：Ｃ」、「検量線レベル：９」、「生成日時：２０１６／１
０／８　１５：００」、「有効期間：７２」、及び「検量線有効期限：２０１６／１０／
１１　１５：００」が登録されている。また、「検査ＩＤ：Ｄ」、「検量線レベル：９」
、「生成日時：２０１６／１０／９　１７：００」、「有効期間：１２０」、及び「検量
線有効期限：２０１６／１０／１４　１７：００」が登録されている。
【００８３】
　制御回路８は、取得した有効期限に関する情報から１レコード読み出す（ステップＳＡ
４）。例えば、制御回路８は、検査ＩＤが「Ａ」であるレコードを読み出す。
【００８４】
　制御回路８は、読み出したレコードについて、ステップＳＡ２において設定された自動
起動時刻から所定の時間内に、検量線の有効期限が切れるか否か判定する（ステップＳＡ
５）。所定の時間は、例えば運用時間に合わせて予め設定される。所定の時間は、運用時
間より短い時間でもよい。制御回路８は、例えば読み出した検査ＩＤが「Ａ」であるレコ
ードの有効期限項目を参照してステップＳＡ２において設定された自動起動時刻「２０１
６／１０／１１　８：００」から運用時間である１０時間以内に有効期限が切れるか否か
判定する。なお、有効期限が切れるか否かの判定の開始時点は、シャットダウン指示の入
力が予定された時刻、例えば運用終了時刻「２０１６／１０／１０　１８：００」である
。
【００８５】
　制御回路８は、読み出した検査ＩＤが「Ａ」であるレコードの有効期限「２０１６／１
０／１１　１５：００」は、ステップＳＡ２において設定された自動起動時刻「２０１６
／１０／１１　８：００」から１０時間以内であるため、有効期限が切れると判定する（
ステップＳＡ５のＹｅｓ）。制御回路８は、検査ＩＤ「Ａ」を、キャリブレーション測定
が必要な検査項目を表す検査ＩＤとして設定する（ステップＳＡ６）。
【００８６】
　制御回路８は、設定した検査ＩＤについてキャリブレーション測定を実施するか否かの
設定値が有効であるか否か判定する（ステップＳＡ７）。なお、制御回路８は、キャリブ
レーション測定を実施するか否かの設定値が有効であるか否かの判定を、ステップＳＡ５
の前に実行してもよい。
【００８７】
　制御回路８は、図６に示される検査ＩＤ「Ａ」のキャリブレーション測定に係るチェッ
クボックスに「レ」が入力されているため、検査ＩＤ「Ａ」についてキャリブレーション
測定の実施が有効であると判定し（ステップＳＡ７のＹｅｓ）、図８に示されるように、
測定設定機能８４の実行により測定予約管理テーブル７２に、検査ＩＤ「Ａ」、及び測定
種類「キャリブレーション測定」であるレコードを登録する（ステップＳＡ８）。
【００８８】
　制御回路８は、読み出した検査ＩＤ「Ａ」についてコントロール測定を実施するか否か
の設定値が有効であるか否か判定する（ステップＳＡ９）。
【００８９】



(14) JP 6833508 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

　制御回路８は、図６に示される検査ＩＤ「Ａ」のコントロール測定に係るチェックボッ
クスに「レ」が入力されているため、検査ＩＤ「Ａ」についてコントロール測定に関する
設定が有効であると判定し（ステップＳＡ９のＹｅｓ）、図８に示されるように、測定設
定機能８４の実行により測定予約管理テーブル７２に、検査ＩＤ「Ａ」及び測定種類「コ
ントロール測定」であるレコードを登録する（ステップＳＡ１０）。
【００９０】
　制御回路８は、ステップＳＡ２において有効期限管理テーブル７１から読み出したレコ
ードのうち、キャリブレーション測定、又は／及び、コントロール測定が必要か否か判定
されていない他のレコードが存在するか否か判定する（ステップＳＡ１１）。
【００９１】
　制御回路８は、判定されていない他のレコードが存在する場合（ステップＳＡ１１のＹ
ｅｓ）、ステップＳＡ２において読み出したレコードから１レコード読み込み（ステップ
ＳＡ４）、ステップＳＡ５からステップＳＡ１１までの処理を繰り返す。
【００９２】
　例えば、制御回路８は、図７に示されるレコードのうち、検査ＩＤが「Ｂ」であるレコ
ードについて、判定されていないため、検査ＩＤ「Ｂ」であるレコードを読み出す（ステ
ップＳＡ４）。
【００９３】
　制御回路８は、読み出したレコードについて、ステップＳＡ２において設定された自動
起動時刻から所定の時間経過する時刻までに、検量線の有効期限が切れるか否か判定する
（ステップＳＡ５）。制御回路８は、例えば読み出した検査項目が「Ｂ」であるレコード
の有効期限項目を参照して自動起動時刻「２０１６／１０／１１　８：００」から１０時
間以内に有効期限が切れるか否か判定する。
【００９４】
　制御回路８は、読み出した検査ＩＤが「Ｂ」であるレコードの有効期限は「２０１６／
１０／１２　１０：００」であるため、有効期限が切れないと判定する（ステップＳＡ５
のＮｏ）。制御回路８は、読み出した検査ＩＤ「Ｂ」であるレコードについてコントロー
ル測定を実施するか否かの設定値が有効であるか否か判定する（ステップＳＡ９）。
【００９５】
　制御回路８は、図６に示される検査ＩＤ「Ｂ」のコントロール測定に係るチェックボッ
クスにヌル値が入力されている、すなわち「レ」が入力されていないため、検査ＩＤ「Ｂ
」についてコントロール測定を実施するか否かの設定値が無効であると判定し（ステップ
ＳＡ９のＮｏ）、ステップＳＡ２において有効期限管理テーブル７１から読み出したレコ
ードのうち、キャリブレーション測定、又は／及び、コントロール測定が必要か否か判定
されていない他のレコードが存在するか否か判定する（ステップＳＡ１１）。
【００９６】
　制御回路８は、判定されていない検査ＩＤ「Ｃ」であるレコードを、ステップＳＡ２に
おいて有効期限管理テーブル７１から読み出したレコードから１レコード読み込み（ステ
ップＳＡ４）、ステップＳＡ５からステップＳＡ１１までの処理を繰り返す。これにより
、図８に示されるように、測定設定機能８４の実行により測定予約管理テーブル７２に、
例えば検査ＩＤ「Ｃ」、及び測定種類「キャリブレーション測定」であるレコードが登録
される。
【００９７】
　また、制御回路８は、判定されていない検査ＩＤ「Ｄ」であるレコードを、ステップＳ
Ａ２において有効期限管理テーブル７１から読み出したレコードから１レコード読み込み
（ステップＳＡ４）、ステップＳＡ５からステップＳＡ１１までの処理を繰り返す。
【００９８】
　制御回路８は、判定されていない他のレコードが存在しない場合（ステップＳＡ１１の
Ｎｏ）、起動時刻設定機能８３を実行する。起動時刻設定機能８３の実行により制御回路
８は、測定予約管理テーブル７２に登録された測定に基づいて、標準試料を用いた測定に
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係る所要時間を算出する（ステップＳＡ１２）。
【００９９】
　具体的には、制御回路８は、測定予約管理テーブル７２に検査ＩＤ「Ａ」に係るキャリ
ブレーション測定、検査ＩＤ「Ａ」に係るコントロール測定、及び検査ＩＤ「Ｃ」に係る
コントロール測定が登録されているため、標準試料測定スタートアップ時間、キャリブレ
ーション測定分注時間、コントロール測定分注時間、及び反応時間を加算し、標準試料を
用いた測定に係る所要時間を算出する。標準試料測定スタートアップ時間は、例えば９０
０秒に予め設定されている。
【０１００】
　制御回路８は、有効期限管理テーブル７１、及び測定予約管理テーブル７２を参照し、
キャリブレーション測定分注時間を算出する。
【０１０１】
　具体的には、制御回路８は、図７に示される測定予約管理テーブル７２を参照し、検査
ＩＤ「Ａ」について、キャリブレーション測定が必要であると認識する。制御回路８は、
図７に示される有効期限管理テーブル７１を参照し、検査ＩＤ「Ａ」に係る検量線レベル
は「４」であると認識する。検量線レベルが「４」の場合、ブランク測定分を含めて５つ
の異なる濃度の標準試料が用いられる。１つの標準試料に対する測定の繰り返し回数が４
回に設定され、かつ、サイクルタイムが４．５秒に設定されている場合、制御回路８は、
キャリブレーション測定分注時間を、４．５×５×４＝９０秒と算出する。なお、制御回
路８は、同一の標準試料を繰り返し測定した結果の平均値、又は中央値を取る。これによ
り、測定の精度を高めることが可能となる。繰り返し回数は、２回、３回、又は５回以上
でもよい。
【０１０２】
　なお、標準試料の分注に高い精度が要求される場合、例えば第１試薬分注プローブ２６
では正確に分注できない少量の標準試料を分注して測定しなければならない。この場合、
第１試薬分注プローブ２６から反応管２１１に吐出された標準試料を、サンプル分注プロ
ーブ２４を用いて移し替えることが必要となる場合がある。この場合、制御回路８は、キ
ャリブレーション測定分注時間を、例えば９０×２＝１８０秒と算出する。
【０１０３】
　また、制御回路８は、図８に示される測定予約管理テーブル７２を参照し、検査ＩＤ「
Ｃ」について、キャリブレーション測定が必要であると認識する。制御回路８は、図７に
示される有効期限管理テーブル７１を参照し、検査ＩＤ「Ｃ」に係る検量線レベルは「９
」であると認識する。検量線レベルが「９」の場合、ブランク測定分を含めて１０つの異
なる濃度の標準試料が用いられる。１つの標準試料に対する測定の繰り返し回数が４回に
設定され、かつ、サイクルタイムが４．５秒に設定されている場合、制御回路８は、キャ
リブレーション測定分注時間を、４．５×１０×４＝１８０秒と算出する。
【０１０４】
　制御回路８は、測定予約管理テーブル７２を参照し、コントロール測定分注時間を算出
する。
【０１０５】
　具体的には制御回路８は、図８に示される測定予約管理テーブル７２を参照し、検査Ｉ
Ｄ「Ａ」について、コントロール測定が必要であると認識する。検査ＩＤ「Ａ」に関する
コントロール測定には、例えば、５つの異なる濃度の標準試料が用いられる。異なる濃度
の標準試料の数は、例えば検査項目毎に予め設定される。１つの標準試料に対する測定の
繰り返し回数が４回に設定され、かつ、サイクルタイムが４．５秒に設定されている場合
、制御回路８は、コントロール測定分注時間を、４．５×５×４＝９０秒と算出する。
【０１０６】
　以上により、測定予約管理テーブル７２に登録されたキャリブレーション測定に係るキ
ャリブレーション測定分注時間は、９０秒と１８０秒とを加算した２７０秒であると算出
される。また、測定予約管理テーブル７２に登録されたコントロール測定に係るコントロ
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ール測定分注時間は、９０秒であると算出される。
【０１０７】
　反応時間は、例えば６００秒に予め設定されている。このため、標準試料を用いた測定
に係る所要時間を算出する際には、反応時間６００秒が、検査ＩＤ「Ｃ」に係るコントロ
ール測定における最後の試薬分注の完了後に加算される。
【０１０８】
　制御回路８は、標準試料測定スタートアップ時間９００秒、キャリブレーション測定分
注時間２７０秒、コントロール測定分注時間９０秒、及び反応時間６００秒を加算し、標
準試料を用いた測定に係る所要時間１８６０秒を算出する。
【０１０９】
　続いて、制御回路８は、自動分析装置１の起動処理に必要な時間が３００秒に設定され
、かつ自動スタートアップ動作に必要な時間が１２００秒に設定されている場合、これら
の期間を、登録された標準試料を用いた測定に係る所要時間１８６０秒に加算し、遡及時
間３３６０秒を算出する（ステップＳＡ１３）。
【０１１０】
　制御回路８は、遡及時間を算出した後、ステップＳＡ２において設定された自動起動時
刻を修正（設定）する（ステップＳＡ１４）。例えば、制御回路８は、ステップＳＡ２に
おいて自動起動時刻が「２０１６／１０／１１　８：００」と設定されているため、この
時刻からステップＳＡ１１において算出した３３６０秒、すなわち５６分を差し引いて、
自動起動時刻を「２０１６／１０／１１　８：００」から「２０１６／１０／１１　７：
０４」に修正する。
【０１１１】
　最後に、制御回路８は、表示回路６１を制御し、自動分析装置１の起動に関する設定結
果を表示する（ステップＳＡ１４）。図９は、本実施形態に係る表示回路６１に表示され
る自動分析装置１の起動に関する設定結果の例を表す図である。図９に示されるように、
自動分析装置１の起動に関する設定結果には、例えば検査項目毎に、登録された標準試料
を用いた測定の測定種類、当該測定に必要な試料、第１試薬、及び第２試薬が表示されて
いる。
【０１１２】
　具体的には、図９に示される検査ＩＤ「Ａ」に関しては、測定種類「キャリブレーショ
ン測定」、試料「Ｘ」、第１試薬「Ｘ１」、及び第２試薬「Ｘ２」が表示されている。ま
た、図９に示される検査ＩＤ「Ａ」に関しては、測定種類「コントロール測定」、試料「
Ｙ」、第１試薬「Ｘ１」、及び第２試薬「Ｘ２」が表示されている。また、図９に示され
る検査ＩＤ「Ｃ」に関しては、測定種類「キャリブレーション測定」、試料「Ｚ」、第１
試薬「Ｚ１」、及び第２試薬「Ｚ２」が表示されている。
【０１１３】
　また、図９に示される試料「Ｙ」、第１試薬「Ｘ１」、及び第１試薬「Ｚ１」の文字に
は下線が付されている。この下線は測定に必要な試料「Ｙ」を収容する試料容器、第１試
薬「Ｘ１」を収容する試薬容器１０１、及び第１試薬「Ｚ１」を収容する試薬容器１０１
が自動分析装置１内に配置されていないことを表す。
【０１１４】
　また、図９に示される第２試薬「Ｘ２」、及び第２試薬「Ｚ２」の文字が白抜き文字の
形式で表示されている。この白抜き文字は、例えば、図４のステップＳＡ２において設定
された自動起動時刻「２０１６／１０／１１　８：００」に、患者から採取される試料の
測定が実施される時間である１０時間を加えた時刻「２０１６／１０／１１　１８：００
」までに第２試薬「Ｘ２」、及び第２試薬「Ｚ２」の有効期限が切れることを表す。
【０１１５】
　また、図９に示される表示回路６１には、変更前自動起動時刻、及び変更後自動起動時
刻が表示されている。変更前自動起動時刻は、例えば図６に示される装置起動設定画面に
おいて、入力インタフェース回路５を介して入力された自動起動時刻（第１の時刻）であ
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る。変更後自動起動時刻は、例えば変更前自動起動時刻から遡及時間を差し引いた時刻で
ある。図９の例では、変更前自動起動時刻は、「２０１６年１０月１１日０８時００分」
と表示されている。また、変更後自動起動時刻は、「２０１６年１０月１１日０７時０４
分」と表示されている。これにより、自動分析装置１が実際に起動される時刻を明確に確
認することができる。
【０１１６】
　なお、制御回路８は、変更前自動起動時刻から標準試料を用いた測定に係る所要時間を
差し引いた時刻を、変更後自動起動時刻として表示回路６１に表示させてもよい。また、
制御回路８は、標準試料を用いた測定に係る所要時間を表示回路６１に表示させてもよい
。
【０１１７】
　なお、自動分析装置１の起動に関する設定結果は、印刷回路６２によりプリンタ用紙等
に印刷されてもよい。
【０１１８】
　また、図９に示される表示回路６１には、操作者が自動分析装置１の起動に関する設定
結果を承諾することを促す承諾ボタンＢ２が表示されている。図９に示される承諾ボタン
Ｂ２にカーソルが合せられると、自動分析装置１の起動に関する設定結果の内容が確定さ
れる。
【０１１９】
　次に、自動分析装置１が、装置起動後に、予約された標準試料測定を自動的に実施する
際の動作を、図１０を用いて説明する。図１０は、本実施形態に係る自動分析装置１が、
装置起動後に、設定された標準試料測定を自動的に実施する際の制御回路８の動作を示す
フローチャートの例である。
【０１２０】
　制御回路８は、図５に示されるステップＳＡ１４において修正された自動分析装置１の
起動時刻「２０１６／１０／１１　７：０４」になると、システム制御機能８１を実行す
る。システム制御機能８１の実行により制御回路８は、自動分析装置１の起動、すなわち
自動分析装置１の電源オン、及び自動分析装置１が備えるＯＳの立ち上げ等を開始する（
ステップＳＢ１）。
【０１２１】
　制御回路８は、自動分析装置１の起動後、自動スタートアップ動作を実行する（ステッ
プＳＢ２）。
【０１２２】
　制御回路８は、自動スタートアップ動作が完了すると、測定予約管理テーブル７２を参
照し、登録されたキャリブレーション測定、及び／又はコントロール測定が存在するか否
か判定する（ステップＳＢ３）。
【０１２３】
　制御回路８は、登録されたキャリブレーション測定、及び／又はコントロール測定が存
在する場合（ステップＳＢ３のＹｅｓ）、標準試料測定機能８５を実行する。標準試料測
定機能８５の実行により制御回路８は、当該キャリブレーション測定、及び／又はコント
ロール測定を実施する（ステップＳＢ４）。例えば、制御回路８は、図８に示される検査
ＩＤ「Ａ」に係るキャリブレーション測定、検査ＩＤ「Ａ」に係るコントロール測定、及
び検査ＩＤ「Ｃ」に係るキャリブレーション測定を実施する。制御回路８は、表示回路６
１を制御し、「標準試料測定実施中」の旨を表示する。図１１は、標準試料を用いた測定
が実施されている間、標準試料測定実施中の旨を表示する表示回路６１の表示例を表す図
である。
【０１２４】
　図１１の例では、表示回路６１には、検査ＩＤ「Ａ」に係るキャリブレーション測定を
表す領域が、斜線でハイライト表示されている。このハイライト表示は、検査ＩＤ「Ａ」
に係るキャリブレーション測定が実施中であることを表している。また、図１１の例では
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、斜線でハイライト表示されていない検査ＩＤ「Ａ」に係るコントロール測定、及び「Ｃ
」に係るキャリブレーション測定は、実施中でないこと表す。測定は、例えば、検査ＩＤ
「Ａ」に係るキャリブレーション測定、検査ＩＤ「Ａ」に係るコントロール測定、及び検
査ＩＤ「Ｃ」に係るキャリブレーション測定の順で実施される。これにより、自動分析装
置１は、操作者が想定しない時刻に起動した場合であっても、操作者を驚かせることなく
、標準試料を用いた測定を実施することが可能となる。
【０１２５】
　制御回路８は、登録されたキャリブレーション測定、及び／又はコントロール測定を全
て実施した後、表示回路６１を制御し、測定実施結果を表示する（ステップＳＢ５）。図
１２は、本実施形態に係る表示回路６１に表示される測定実施結果の例を表す図である。
図１２に示されるように、測定実施結果には、例えば検査項目毎に、実施された測定の測
定種類、及び実施結果が表示されている。
【０１２６】
　具体的には、図１２に示される検査ＩＤ「Ａ」、及び測定種類「キャリブレーション測
定」について、結果「終了」が表示されている。また、図１２に示される検査ＩＤ「Ａ」
、及び測定種類「コントロール測定」について、結果「終了」が表示されている。また、
図１２に示される検査ＩＤ「Ｃ」、及び測定種類「キャリブレーション測定」について、
結果「終了」が表示されている。ずなわち、図１２の例では、全ての測定が問題なく終了
したことが示されている。
【０１２７】
　なお、全部、又は、一部の測定が異常終了した場合には、異常終了した測定に係る図１
２に示される「結果」の列の値を「失敗」と表示する等して、操作者に報知するようにし
てもよい。
【０１２８】
　制御回路８は、登録されたキャリブレーション測定、及び／又はコントロール測定が存
在しない場合（ステップＳＢ３のＮｏ）、処理を終了する。これにより、図４のステップ
ＳＡ２において設定された自動起動時刻までに、患者から採取される試料の測定を開始さ
せるのに必要な処理が完了する。
【０１２９】
　上記実施形態によれば、制御回路８は、自動分析装置１のシャットダウン時に、所定の
検査項目に関し、標準試料を用いた測定の実施の要否を判定する。制御回路８は、入力イ
ンタフェース回路５を介して設定された変更前自動起動時刻（第１の時刻）までに、測定
要否判定機能８２により実施が必要であると判定された標準試料を用いた測定が完了する
ように、標準試料を用いた測定に係る所要時間に基づいて、設定された自動起動時刻（第
１の時刻）を修正することにより、変更後自動起動時刻（第２の時刻）を設定する。
【０１３０】
　これにより、入力インタフェース回路５を介して設定された変更前自動起動時刻（第１
の時刻）までに、患者から採取される試料の測定に必要な標準試料を用いた測定を完了す
ることが可能となる。さらに、実施が必要であると判定された標準試料を用いた測定が大
量に存在する場合であっても、制御回路８は、検査項目の数、及び検査レベル等を考慮し
て標準試料を用いた測定に係る所要時間算出するため、設定された変更前自動起動時刻（
第１の時刻）までに当該標準試料を用いた測定を確実に完了することができる。
【０１３１】
　したがって、本実施形態に係る自動分析装置によれば、検量線の作成、及び、検量線の
精度管理に必要な測定が完了した状態で、予め指定された時刻から患者から採取される試
料の測定を開始することが可能となる。
【０１３２】
　また、上記実施形態によれば、制御回路８は、変更後自動起動時刻（第２の時刻）に装
置が起動された後に、測定予約管理テーブル７２に登録されたキャリブレーション測定、
及びコントロール測定を実施する。これにより、自動分析装置１が自動起動された後に、
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操作者がキャリブレーション測定、及びコントロール測定を実施する手間を省略すること
が可能となる。
【０１３３】
　また、上記実施形態によれば、制御回路８は、表示回路６１を制御し、検査項目毎に、
予約されたキャリブレーション測定、及びコントロール測定に必要な標準試料、第１試薬
、及び第２試薬を表示する。これにより、標準試料、及び／又は、試薬の置き忘れによる
キャリブレーション測定、及びコントロール測定に係る測定の失敗を防ぐことができる。
【０１３４】
　また、上記実施形態によれば、制御回路８は、表示回路６１を制御し、変更後自動起動
時刻（第２の時刻）を表示する。これにより、操作者は、自動分析装置１の起動時刻を明
確に把握することが可能となる。
【０１３５】
　また、上記実施形態によれば、制御回路８は、入力インタフェース回路５を介して設定
された自動起動時刻（第１の時刻）から運用時間と同じ１０時間以内に、検量線の有効期
限が切れるか否か判定する。これにより、例えば運用終了時刻までに有効期限が切れる検
量線はなくなる。よって、運用をキャリブレーション測定の実施等で中断させることなく
、患者から採取される試料の測定を続けることが可能となる。
【０１３６】
　［他の実施形態］
　なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態にお
いて、キャリブレーション測定分注時間は、検査項目の数、及び検査項目毎に設定される
検量線レベルに基づいて算出されていたがこれに限定されない。すなわち、キャリブレー
ション測定分注時間は、予め設定された値を用いてもよい。
【０１３７】
　また、コントロール測定分注時間は、検査項目の数に基づいて算出されていたがこれに
限定されない。すなわち、コントロール測定分注時間は、予め設定された値を用いてもよ
い。
【０１３８】
　また、上記実施形態において、予め設定される所定の時間が、運用時間と同じ１０時間
である場合を例に検量線の有効期限が切れるか否かの判定の方法について説明したがこれ
に限定されない。例えば、予め設定される所定の時間が運用時間より短い１０時間未満で
あってもよい。この場合、例えば、測定予約管理テーブル７２に登録されるキャリブレー
ション測定の開始時刻を、当該キャリブレーション測定に対応する検量線の有効期限切れ
直前の時刻に設定することで、有効期間が運用時間より短い検量線であっても、キャリブ
レーション測定を自動的に実施することが可能となる。これにより、運用時間中に、操作
者がキャリブレーション測定、及びコントロール測定を実施する手間を省略することが可
能となる。
【０１３９】
　また、上記実施形態において、自動分析装置１の起動に関する設定が受け付けられるタ
イミングは、自動シャットダウン動作時、すなわち図４に示されるステップＳＡ２のタイ
ミングに限定されない。すなわち、図６に示される装置起動設定画面における設定内容が
、自動シャットダウン動作時以外の所定のタイミングで予め受け付けられてもよい。
【０１４０】
　また、上記実施形態において、制御回路８は、図６に示される装置起動設定画面におい
て、自動分析装置１が自動的に起動される時刻である自動起動時刻の設定を受け付けてい
たが、これに限定されない。図１３は、他の実施形態に係る表示回路６１に表示される自
動分析装置１の起動に関する設定を受け付けるための装置起動設定画面の一例を表す図で
ある。例えば、図１３に示される装置起動設定画面では、図６に示される「自動起動時刻
」の代わりに、「標準試料測定完了時刻」の設定項目が表示されている。入力インタフェ
ース回路５を介して「標準試料測定完了時刻」が設定されると、制御回路８は、設定され
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の時刻を設定する。これにより、操作者は、設定した「標準試料測定完了時刻」から患者
から採取される試料の測定を開始することが可能となる。
【０１４１】
　上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（central proc
essing unit）、ＧＰＵ(Graphics Processing Unit)、或いは、特定用途向け集積回路（A
pplication Specific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ））、プログラマブル論理デバイス
（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple Programmable Logic Device：ＳＰ
ＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex Programmable Logic Device：ＣＰ
ＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field Programmable Gate Array
：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保存されたプログラムを読
み出し実行することで機能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサ
ごとに単一の回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１
つのプロセッサとして構成し、その機能を実現するようにしてもよい。さらに、図１にお
ける複数の構成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい
。
【０１４２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１４３】
　１…自動分析装置、２…分析機構、３…解析回路、４…駆動機構、５…入力インタフェ
ース回路、６…出力インタフェース回路、７…記憶回路、８…制御回路、２１…反応ディ
スク、２２…試薬庫、２３…サンプル分注アーム、２４…サンプル分注プローブ、２５…
第１試薬分注アーム、２６…第１試薬分注プローブ、２７…第２試薬分注アーム、２８…
第２試薬分注プローブ、２９…攪拌ユニット、６１…表示回路、６２…印刷回路、７１…
有効期限管理テーブル、７２…測定予約管理テーブル、８１…システム制御機能、８２…
測定要否判定機能、８３…起動時刻設定機能、８４…測定設定機能、８５…標準試料測定
機能、１０１…試薬容器、２０１…洗浄ユニット、２０２…電解質測定ユニット、２１０
…測光ユニット、２１１…反応管、２２０…ラック投入レーン、２２１…外円、２２２…
内円、２３０…ラック移動ユニット、２３１…搬送アーム、２３２…搬送レール、２３３
…サンプリングレーン。
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